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△ 有珠山噴火災害で申告期限を延長

Q :災害にあったときには、申告期限の延

長などといった制度があるそうですが、有珠

山の噴火災害でも、申告期限は延長されてい

るのでしょうか。

A:北海道の一部の地域について、申告等

の期限が延長されています。

【解説】

国税庁では、このたびの有珠山噴火災害の

発生に伴い、北海道の一部地域に関して地域

を指定して、申告、申請、納付等の期限の延

長を行う告示を出しました ◎

指定地域とされたのは、伊達市の一部、有

珠郡壮瞥町の一部、虻田郡虻田町で、ここを

納税地とする納税者は、12年3月29日以

後の申告等の期限が延長されます。延長の最

終的な期日は、災害が止んでから2ヶ月以内

の範囲で、国税庁が別途告示することになり

ます ◎

申告などの期限延長は、地域指定と個別指

定がありますので、指定地域以外の地域でも、

今回の噴火災害により、申告、申請、納付等

をその期限までにすることができないと認め

られるときは、納税者の申請に基づいて、所

轄税務署長が、個別に期日を指定して期限の

延長ができます。

申告などの期限延長以外にも、地震、火災

風水害などの災害によって、住宅や家財など

に損害を受けたときは、①納税の猶予、②予

定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予、③所得

金額の全部又は一部の軽減、といった取扱い

が設けられています。
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